
　学童保育施設では、保護者が仕事などで家
庭にいない小学校の児童を放課後や春・夏・
秋・冬休みにお預かりしています。新１年生
の仕事をしている家庭や仕事を始めようと
思っている家庭は、見学に行ってみてはいか
がですか。興味がある人はお問い合わせく
ださい。

令和４年４月に
　小学校入学予定の子どもがいる家庭へ
　放課後児童健全育成事業

「学童保育」の紹介

校　　区 クラブ名 問い合わせ先 入所説明会

大津小校区

つくしんぼクラブ（２クラブ）

大津小学校
さくらんぼクラブ

☎080（8594）3199

11月 13日（土）
　　　　１回目　午前 10時～
　　　　２回目　午後  １時～
　　　　３回目　午後  ３時～
　　　　４回目　午後  ５時～
　　場所　四つ葉学童クラブ

　　　　　午前 10時～
　　場所　そらいろクラブ

　　　　１回目　午前 10時～
　　　　２回目　午後  １時～
　　　　３回目　午後  ５時～
　　場所　ジョイキッズクラブ

四つ葉学童クラブ

さくらんぼクラブ（２クラブ）

護川小校区 そらいろクラブ（２クラブ）
護川小

そらいろクラブ
☎090（4997）5403

室小校区

ジョイキッズクラブ（２クラブ）
室小学校

ジョイキッズクラブ
☎080（8594）3200コスモキッズクラブ

大津小校区 風の子キッズ 風の子保育園
☎096（293）7200

直接、お問い合わせください
※今年度は、新型コロナウイルス

感染症対策のため、説明会の予
定はありません。

大津北小校区 一宇学童館 一宇保育園
☎096（293）2560

大津南小校区 しらかわっこ南小クラブ

学童専用携帯
☎080（6462）3416

白川保育園
☎096（293）2194

美咲野小校区
大津東小校区
大津小校区

しらかわっこなかよしクラブ
しらかわっこわくわくクラブ

学童専用携帯
☎ 080（6462）3412

白川保育園
☎096（293）2194

大津小校区
美咲野小校区 緑のなかま 緑ヶ丘保育園

☎096（293）8300
美咲野小校区 グリーンキッズ（２クラブ）

室小校区

ひまわりキッズクラブ 第二よろこび保育園
☎096（294）0055

直接、お問い合わせください
※今年度は、新型コロナウイルス
感染症対策のため、説明会の予
定はありません。就学時検診の
際に入所案内を配布します。あゆみキッズクラブ

大津あゆみ園
☎096(293)9041 代表
☎096(286)1648 直通

■町内学童保育一覧

●問い合わせ　
　役場子育て支援課　入園支援係
　　　　　　　　　☎096（293）5981

大津小

室小

護川小

●問い合わせ
　厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター　☎0120（400）903（平日午前９時～午後６時）
　役場福祉課　福祉係　☎096（293）3510

公立保育等再編検討委員会開催第１回

　この委員会は、就学前児童の教育・保育におけるニーズが変
化する中で、公立保育・教育の在り方を見直し、公立の保育園・
幼稚園の再編方針を検討するために町が設置したものです。
　第１回は、委員へ委嘱状交付を行い、町の現状や公立園の
在り方について説明を行いました。

●委員会で検討する内容
　①公立園の在り方

　②今後の公立園の再編方針

●町の現状
• 人口は増加傾向だが、就学前人口は減少傾向にある。

• 待機児童数は、今年４月に 12 年ぶりゼロとなったが、10
　 月には０歳児が３人となった。
• 公立幼稚園２園は、定員割れが続いている（定員の４～６割
　 利用）。
• 共働き世帯の増加などで、保育ニーズが増加している。

• 保育・教育のニーズの受け皿について、３～５歳児は充足
　 しているが、ニーズ増加傾向の０～２歳児は今後も整備が
　必要となる。

　●公立園の特性
　・行政機関として、地域住民の福祉向上について義務と
　　責任を負っている。
　・幼児教育、保育の質の向上のため、教育委員会と連携
　　しやすい。
　・学校や児童相談所などの行政機関と連携しやすい。
　・公立園の実践ノウハウや課題を、関係機関との共有化
　　を通して、町の保育施策などへつなぎやすい。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
　※公立園の在り方については、次回検討する予定です。

※詳しい内容はホームページに掲載
　しています。

10/14

●問い合わせ　役場子育て支援課　入園支援係　☎096（293）5981

町ホームページ
こちら▼

まだ申請をされて
いない人はお早めに

　ひとり親世帯や住民税均等割非課税世帯、新型コロナウイル
ス感染症の影響を受けて今年の収入が急変した子育て世帯を支
援するため、児童１人あたり５万円（１回限り）の給付金を５
月より支給しています。
※平成15年4月2日（障がい児の場合、平成13年4月2日）から令
　和4年2月28日までに生まれた人

　給付対象となるのは、対象条件に該当する場合
であり、条件によって、申請が必要な場合と不要
な場合があります。　
　申請が不要な人にはすでに口座への振込や通知
を送付しています。申請が必要な場合は申請期限
までに申請ください。
　給付対象や申請手続きの有
無、申請方法などの詳細につい
ては、町ホームページを確認す
るか、お問い合せください。

令和 4年 2月 28日（月）
申請期限

町ホームページ
こちら▼
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